
【協議事項２】 

                                     
 地域医療構想に基づく取組実績等の報告（案）について 

 

 

１ 概要  
 
 県保健医療福祉課から，今年は現行地域医療構想の目標年次にあたることから，各

構想区域において，地域医療構想に基づくこれまでの取組実績等を所定の様式により

取りまとめ，報告するよう依頼があった（資料 2-3～資料 2-6 ページ）。 

 ついては，地域医療構想に基づく取組実績等（鹿児島保健医療圏地域医療構想区域）

の報告（案）を作成したので，現状，課題，今後の取組等について御意見をいただき

たい。 

 

 ※ 報告期限：令和８年３月 31 日まで  

 

２ スケジュール  
 

区分 時  期 内  容 

素案の検討 

10 月 21 日（火） 

～11 月 17 日（月） 

各専門部会，調整会議において，素案に対する意見

を徴集 

10 月 27 日（月）

～11 月 30 日（日） 

各委員へ照会（１回目）し，素案に対する意見を徴

集 

素案作成 11 月～12 月 専門部会，調整会議で出た意見を基に素案を作成 

素案修正 １月７日（水） 

～１月 15 日（木） 
各委員へ照会（２回目）し，素案に対する意見を徴収 

最終案作成 １月～２月 最終案を作成 

最終案審議 

最終案承認 

１月 30 日（金） 

～３月４日（水） 

各専門部会部及び調整会議において，最終案に対する

意見を徴し，最終案を承認 

完成版提出 ３月中 県保健医療福祉課へ提出 
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３ 協議結果  
 
(1) 第 19 回高度急性期及び急性期専門部会（令和８年２月３日）開催結果 

修正案①の修正に加え，修正案②を追加修正した上で，最終案として承認する。 

  

  ア 修正案①（委員への２回目の照会時の意見を踏まえた修正） 

素案 修正案① 理由 
該当 

ページ 

○ 高度急性期病床 

本医療圏は実質的に県下

全域の高度急性期機能を担

っていると考えられ，増加

傾向であり，現時点では必

要病床数を超過している。 

○ 高度急性期病床 

現時点では必要病床数を

超過し増加傾向である。一

方，本医療圏は実質的に県

下全域の高度急性期機能を

担っていると考えられるた

め，今後は，県全域を俯瞰

した対応が必要である。 

文章の 

修正のみ 
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11 ページ 

 

  イ 修正案②（高度急性期及び急性期専門部会での意見を踏まえた修正） 

素案 修正案② 理由 
該当 

ページ 

○ 本医療圏は実質的に県

下ほぼ全域の高度急性期機

能を担っていると考えられ

ることから，高度急性期病

床は必要病床数を超過して

いる。 

〇 高度急性期病床は必要

病床数を超過している。 

上 記 ア の

修 正 に 伴

い 記 載 を

変更 
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８ページ 

 

(2) 第 18 回回復期専門部会（令和８年１月）開催結果 

＜書面開催結果＞ 

  上記(1)の修正案①のとおり修正した上で，最終案として承認する。 

（委員８名中８名：「承認する」との御意見） 

 

(3) 第 15 回慢性期及び在宅医療専門部会（令和８年１月）書面開催結果 

＜書面開催結果＞ 

  上記(1)の修正案①のとおり修正した上で，最終案として承認する。 

（委員 10 名中 10 名：「承認する」との御意見） 

 
(4) 第 18 回部会長等会議（令和８年２月 18 日）開催結果 

  各専門部会の協議結果を踏まえ，以下のとおり調整会議へ報告する。 

＜開催結果＞ 

最終案（修正案①，②を反映したもの）を承認する。 

 
４ 協議する意見（案）  
 

最終案（修正案①，②を反映したもの）を承認する。 
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＜参考資料＞



（別添１） 

地域医療構想に基づく取組実績等（○○構想区域） 

（令和○年○月 策定） 
 

【１．各時点の機能別病床数等】 

 2015年 

病床数 

 

2024年度 

病床機能報告 

（Ａ） 

2025年の 

予定病床数 

（Ｂ） 

2025年 

病床数の必要量

（Ｃ） 

差し引き 

(C)－(A) 

差し引き 

(C)－(B) 

高度急性期       

急性期       

回復期       

慢性期       

休棟等    －   

計       
(介護医療院 

への転換数)※ 
－  － － － － 

※地域医療構想の取組開始以降，2024年度病床機能報告時までに介護医療院へ転換した病床数 

 を記入ください。 

 

【２．現状と課題】 

① これまでの地域医療構想の取組実績について※※ 

 

 

 

② 構想区域の現状及び課題 

（現状） 

 

 

 

 

 

（課題） 

 

 

 

【３．令和８年度の取組内容（予定）】 
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◎ 個別医療機関の具体的対応方針の協議 

 

◎ 公立病院・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証 

 

 ◎ 病床の機能分化・連携支援事業の個別申請に関する協議 

 

 ◎ 病床機能再編支援事業の個別申請に関する協議 

 

 ◎ 病床機能報告結果の報告 

 

◎ 病床機能報告と定量的基準の照合結果についての協議 等 

 

 

〔※※：【２．現状と課題】① これまでの地域医療構想の取組実績について の記載例〕 
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３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

保健医療福祉課

各支庁・地域振興局
健康企画課

※最終案・確定版については，調整会議の議論の結果等を踏まえて修正を行うことを想定。

          年月 R7年 R8年

令和６年度病床機能報告取りまとめ

（別添２）地域医療構想に基づく取組実績等取りまとめスケジュール（参考例）

※地域医療構想調整会議の開催回数(開催の有無)・開催時期・開催方法等は地域の状況に応じて，各地域で調整を行ってください。

素
案
検
討
・
作
成

新たな地域医療構想に関する情報収集 及び各支庁・地域振興局への共有

取
り
ま
と
め
結
果
送
付

調
整
会
議
実
施

※
最
終
案
作
成

調
整
会
議
実
施

※
完
成
版
作
成

保
健
医
療
福
祉
課
へ
報
告
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